
地
域
の

助
け
合
いで

災
害
に備
える

　

過
化
・
高
齢
化
、
核
家
族
化
の
進
行

に
伴
い
、
一
人
暮
ら
し
高
齢
者
な
ど
の

「
災
害
弱
者
」
と
呼
ば
れ
る
方
が
増
加

し
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
中
、
市
で
は
、
民
生
委
員
・

児
童
委
員
の
皆
さ
ん
と
連
携
し
、
災
害

弱
者
が
地
域
の
助
け
合
い
で
安
全
・
確

実
・
迅
速
に
避
難
で
き
る
仕
組
み
づ
く

り
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

災
害
時
の
避
難
が
必
要
な
と
き
に
、

家
族
の
支
援
が
得
ら
れ
な
い
方
や
家
族

の
支
援
だ
け
で
は
避
難
が
困
難
な
方

（
要
援
護
者
）
の
把
握
と
支
援
協
力
者

（
近
隣
者
な
ど
）
の
登
録
を
行
い
ま
す

の
で
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

事
業
の
概
要

　

あ
ら
か
じ
め
避
難
支
援
が
必
要
と
思

わ
れ
る
対
象
者
を
特
定
し
、
本
人
の
同

意
を
得
て
要
援
護
者
と
し
て
登
録
す
る

と
と
も
に
、
近
隣
者
な
ど
に
支
援
協
力

者
と
し
て
の
登
録
依
頼
を
行
い
、
災
害

時
の
避
難
に
備
え
ま
す
。

　

ま
た
、
避
難
を
要
す
る
災
害
が
発
生

し
た
と
き
は
、
支
援
協
力
者
な
ど
の
協

力
を
得
て
、
避
難
情
報
の
伝
達
や
避
難

場
所
へ
の
誘
導
を
行
い
ま
す
。

要
援
護
者
の
把
握

①
ま
ず
、
行
政
情
報
か
ら
75
歳
以
上
の

一
人
暮
ら
し
世
帯
や
75
歳
以
上
の
み

の
世
帯
、
重
度
の
障
害
者
や
重
度
の

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
な

ど
、
一
定
要
件
に
該
当
す
る
方
を
第

１
次
対
象
者
と
し
て
抽
出
し
ま
す
。

②
担
当
の
民
生
委
員
・
児
童
委
員
に
第

１
次
対
象
者
の
氏
名
を
情
報
提
供
し
、

生
活
状
況
や
地
域
情
報
を
勘
案
し
て

支
援
が
必
要
と
思
わ
れ
る
在
宅
の
方

（
第
２
次
対
象
者
）
を
特
定
し
ま
す
。

③
担
当
の
民
生
委
員
・
児
童
委
員
が
第

２
次
対
象
者
の
お
宅
を
訪
問
し
、
事

業
内
容
な
ど
を
説
明
す
る
と
と
も

に
、
要
援
護
者
と
し
て
の
登
録
に
つ

い
て
意
向
を
確
認
し
ま
す
。

④
登
録
に
同
意
さ
れ
た
方
を
要
援
護
者

と
し
て
認
定
し
、
要
援
護
者
台
帳
に

登
載
し
ま
す
。

※
行
政
情
報
な
ど
で
対
象
者
と
な
ら
な

い
方
で
あ
っ
て
も
、
要
援
護
者
と
し
て

の
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

要
援
護
者
と
し
て
の
登
録
を
希
望
さ
れ

る
方
は
、
担
当
の
民
生
委
員
・
児
童
委

員
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

近
隣
者
な
ど
へ
の
協
力

　

要
援
護
者
の
認
定
を
行
う
と
、
民
生

委
員
・
児
童
委
員
が
、
該
当
者
の
近
隣

者
な
ど
に
支
援
協
力
者
と
し
て
の
登
録

を
依
頼
し
ま
す
。
要
援
護
者
一
人
に
つ

き
３
人
程
度
の
支
援
協
力
者
を
決
定

し
、
災
害
時
に
誰
が
要
援
護
者
の
避
難

支
援
を
行
う
の
か
な
ど
を
記
載
し
た
個

別
の
支
援
調
書
を
作
成
し
ま
す
。

　

支
援
調
書
は
、
市
と
民
生
委
員
・
児

童
委
員
で
保
管
し
、
風
水
害
な
ど
で
避

難
が
必
要
な
場
合
な
ど
に
活
用
し
ま
す
。

個
人
情
報
の
取
り
扱
い

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
民
生
委

員
法
で
「
守
秘
義
務
」
が
課
せ
ら
れ
て

お
り
、個
人
の
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
庄
原
市
情
報
公
開
・
個
人
情
報

保
護
審
査
会
に
諮
問
し
、
慎
重
な
取
り

扱
い
を
前
提
に
、
個
人
情
報
に
関
す
る

収
集
・
提
供
の
承
認
を
得
て
い
ま
す
。

社会福祉課障害者福祉係　☎０８２４−７３−１２１０

災
害
時
要
援
護
者
避
難
支
援
事
業

◎災害時要援護者避難支援事業
市役所

地域
自治会・
消防団等

民生委員・
児童委員

支援協力者
（近隣者など）

協
力

協
力

避難支援が必要な方
（後期高齢者や重度障害者など）

①対象者情報の提供 ④要援護者の登録依頼

②要援護者登録
　の意向確認

③要援護者登録
　の意思表示

⑤災害時の
避難支援

⑤災害時の
避難支援
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